
令和２年１２月４日

第４４６回白石市議会定例会議案
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第８７号議案 

   教育委員会委員の任命について 

 次の者を教育委員会委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により議会

の同意を求める。 

記 

 住  所  白石市 

 氏  名  鈴 木 順 子 

 生年月日   

  令和２年１２月４日 

                   白石市長 山 田 裕 一 
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第８８号議案 

   専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。 

   白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例（専決第１０号） 

    （令和２年１１月３０日専決） 

  令和２年１２月４日 

                   白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例 

第１条 白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４

３年白石市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項ただし書中「１００分の１７０」を「１００分の１６５」

に改める。 

第２条 白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

次のように改正する。 

  第５条第２項ただし書中「１００分の１６５」を「１００分の１６７．

５」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年

４月１日から施行する。 
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第８９号議案 

   専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。 

   白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（専決

第１１号） 

    （令和２年１１月３０日専決） 

  令和２年１２月４日 

                   白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 白石市特別職の職員の給与に関する条例（昭和４２年白石市条例第

２号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項ただし書中「１００分の１７０」を「１００分の１６５」

に改める。 

第２条 白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

  第５条第１項ただし書中「１００分の１６５」を「１００分の１６７．

５」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年

４月１日から施行する。 
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第９０号議案 

   専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。 

   白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（専決第１２号

） 

    （令和２年１１月３０日専決） 

  令和２年１２月４日 

                   白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 白石市職員の給与に関する条例（昭和２９年白石市条例第２２号）

の一部を次のように改正する。 

  第２０条第２項及び第３項中「１００分の１３０」を「１００分の１２

５」に改める。 

第２条 白石市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第２０条第２項及び第３項中「１００分の１２５」を「１００分の１２

７．５」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年

４月１日から施行する。 
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第９１号議案 

   専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。 

   白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例（専決第１３号） 

    （令和２年１１月３０日専決） 

  令和２年１２月４日 

                   白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例 

第１条 白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元

年白石市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２項及び第３項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」

に改める。 

第２条 白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

次のように改正する。 

  附則第２項及び第３項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．

５」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年

４月１日から施行する。 
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第９２号議案 

   白石市市税条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年１２月４日 

                   白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市市税条例の一部を改正する条例 

 白石市市税条例（昭和３０年白石市条例第７号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第２白石市の項中「鷹巣字寺入屋敷のうち１番１から３８番まで、４

０番１、４１番、４１番１、４２番１、４３番１、４４番１から４４番４ま

で、４５番３から４５番５まで、４６番１から７６番６まで、８０番１、８

１番１から８４番３まで、８５番から８９番３まで」を「鷹巣字寺入屋敷の

うち１番１から７６番５まで、８０番１、８１番１から８９番３まで」に改

め、同表白石市大平森合の項中「字上屋敷前」を「字上屋敷前 字上八ツ森

のうち９番から１５番１まで」に、「字寺前のうち１番１から２８番まで、

５０番１から５０番３まで」を「字寺前のうち１番１から２８番まで、５０

番１から５０番３まで 字瀞田のうち１５番１から２１番１まで」に、「字

森合沖のうち１３番から４６番まで、６２番１から９６番１まで、９６番４

、９６番５、１１８番１から１４４番まで、１６０番から１６３番まで、２

０５番１から２０５番６まで」を「字森合沖のうち１３番から４６番まで、

４７番１、４７番４、４８番１、４８番３、４９番１、４９番３、５０番１

、５０番３、５５番から６１番１まで、６２番１から９６番１まで、９６番

４、９６番５、１１８番１から１４４番まで、１６０番から１６３番まで、

２０５番１から２０５番６まで」に、「字鹿ノ前」を「字鹿ノ前 字八ツ森

前のうち１番１から４番まで、９番１から９番７まで」に改め、同表白石市

大平中目の項中「字北屋敷前のうち６１番３から９０番２まで」を「字北屋

敷前のうち６１番３から９１番まで」に改め、同表白石市福岡八宮の項中「

字青木下のうち１４番から２２番３まで」を「字青木下のうち１４番から３

０番２まで」に改め、同表白石市福岡深谷の項中「字青木後のうち３８番１

から４５番３まで、６２番１から６５番４まで」を「字青木後のうち３８番

１から４５番３まで、６２番１から６５番６まで」に、「字青木のうち３番

２、５番２から８番まで、２２番、２３番、２５番１、５４番から６３番２

まで、７１番１から１１３番２まで」を「字青木のうち３番２、５番２から

８番まで、２２番、２３番、２５番１、２９番から３２番１まで、５４番か

ら６７番まで、６９番１、６９番３、７１番１から１１３番２まで」に、「
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字青木上のうち１番から３番まで、５番、６番の１、７番から１０番まで、

２６番１、２９番」を「字青木上のうち１番から３番まで、５番１から６番

２まで、７番から１０番まで、２６番１、２９番」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の白石市市税条例の規定は、令和３年度以後の年

度分の都市計画税について適用し、令和２年度分までの都市計画税につい

ては、なお従前の例による。 
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第９３号議案 

   白石市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年１２月４日 

                   白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 白石市国民健康保険税条例（昭和３０年白石市条例第１０号）の一部を次

のように改正する。 

 第２３条第１項第１号中「３３万円」を「４３万円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与

所得を有する者（前年中に法第７０３条の５に規定する総所得金額に係る所

得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得につ

いて同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に

規定する給与等の収入金額が５５万円を超える者に限る。）をいう。以下こ

の号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に

法第７０３条の５に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規

定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除

額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入

金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的

年金等の収入金額が１１０万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有

する者を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」

という。）が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）」に改め、同

項第２号及び第３号中「３３万円」を「４３万円（納税義務者並びにその世

帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得

者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から

１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）」に改める。 

 附則第２項中「所得税法（昭和４０年法律第３３号）」を「所得税法」に

改め、「同条中「法第７０３条の５に規定する総所得金額」の次に「及び山

林所得金額」を加え、「、「法」を「「法」に、「とする。）」」を「とす

る。）及び山林所得金額」と、「１１０万円」とあるのは「１２５万円」」

に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 
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（適用区分） 

２ この条例による改正後の白石市国民健康保険税条例の規定は、令和３年

度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和２年度分までの国

民健康保険税については、なお従前の例による。 
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第９４号議案 

   白石市地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関

する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年１２月４日 

                   白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関

する条例の一部を改正する条例 

 白石市地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する

条例（平成２０年白石市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「第２５条」を「第２６条」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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第９５号議案 

   白石市都市公園条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年１２月４日 

                   白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市都市公園条例の一部を改正する条例 

 白石市都市公園条例（昭和４６年白石市条例第６号）の一部を次のように

改正する。 

 別表第５益岡公園の部野球場の款１時間の項中「５５０円」を「１，１０

０円」に改める。 

 別表第６益岡公園の部野球場照明施設の款の次に次のように加える。 

野球場管理棟 １時間 ４４０円

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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第９６号議案 

   白石市道路占用料条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年１２月４日 

                   白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市道路占用料条例の一部を改正する条例 

 白石市道路占用料条例（昭和４７年白石市条例第１７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 附則第５項中「特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２

年法律第２６号）第９３条第２項の規定により告示された割合」を「延滞金

特例基準割合（平均貸付割合（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第９３条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この

項において「特例基準割合適用年」という。）」及び「年１０．７５パーセ

ントの割合にあっては」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」

に、「特例基準割合に年７．３パーセントの割合」を「延滞金特例基準割合

に年７．３パーセントの割合を加算した割合」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の附則第５項の規定は、令和３年１月１日以後の

期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金に

ついては、なお従前の例による。 
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第９７号議案 

   白石市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年１２月４日 

                   白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例 

 白石市公共下水道事業受益者負担に関する条例（昭和６１年白石市条例第

１１号）の一部を次のように改正する。 

 附則第３項中「特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２

年法律第２６号）第９３条第２項の規定により告示された割合」を「延滞金

特例基準割合（平均貸付割合（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第９３条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この

項において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割

合適用年」を「その年」に、「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に

改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の附則第３項の規定は、令和３年１月１日以後の

期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金に

ついては、なお従前の例による。 
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第９８号議案 

   白石市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年１２月４日 

                   白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 白石市公営企業の設置等に関する条例（平成元年白石市条例第１６号）の

一部を次のように改正する。 

 別表第２（１）公共下水道事業の表中「１，０５６ヘクタール」を「１，

０１８.４ヘクタール」に、「２７，７００人」を「１８，１００人」に、

「１８，１０７立方メートル」を「７，４６５立方メートル」に改め、（２

）農業集落排水事業の表薬師堂地区農業集落排水事業の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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第９９号議案 

   白石市水道給水条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年１２月４日 

                   白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市水道給水条例の一部を改正する条例 

 白石市水道給水条例（昭和４８年白石市条例第１７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３１条に次の１項を加える。 

２ 既納の手数料は還付しない。 

 別表第４に次の１号を加える。 

 (７) 給水資料の写しの交付 １枚につき ３００円 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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第１００号議案 

   白石市下水道条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年１２月４日 

                   白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市下水道条例の一部を改正する条例 

 白石市下水道条例（昭和６１年白石市条例第１０号）の一部を次のように

改正する。 

 第３１条第１項に次の１号を加える。 

 (５) 下水道台帳図等の写しの交付 １枚につき３００円 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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第１０１号議案 

   白石市農業集落排水事業条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年１２月４日 

                   白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市農業集落排水事業条例の一部を改正する条例 

 白石市農業集落排水事業条例（平成９年白石市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３０条第１項に次の１号を加える。 

 (３) 排水設備資料等の写しの交付 １枚につき３００円 

 別表薬師堂地区農業集落排水処理施設の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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第１０２号議案 

   白石市保育園設置条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年１２月４日 

                   白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市保育園設置条例の一部を改正する条例 

 白石市保育園設置条例（昭和４４年白石市条例第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表白石市深谷保育園の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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第１０３号議案 

   白石市食育推進協議会設置条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年１２月４日 

                   白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市食育推進協議会設置条例 

 （設置） 

第１条 食育基本法（平成１７年法律第６３号。以下「法」という。）第３

３条第１項の規定に基づき、白石市食育推進協議会（以下「協議会」と

いう。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。 

 (１) 白石市食育推進プラン（法第１８条第１項に規定する市町村食育推

進計画をいう。）の作成及び見直しに関する事項 

 (２) 食育の推進に関する調査及び研究に関する事項 

 (３) その他食育の推進に必要な事項 

 （委員） 

第３条 協議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

 (１) 保健医療関係団体の役員又は職員 

 (２) 食育推進を行う団体の役員又は職員 

 (３) 教育に関する関係機関及び関係団体の役員又は職員 

 (４) 社会福祉関係団体の役員又は職員 

 (５) 農業関係団体の役員又は職員 

 (６) 食品等事業者（食品衛生法（昭和２２年法律第２２３号）第３条第

１項に規定する食品等事業者をいう。）の役員又は職員 

 (７) 学識経験を有する者 

 (８) 関係行政機関の職員 

 (９) 市の職員 

 (１０) その他市長が必要と認める者 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 
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第５条 協議会に会長及び副会長各１名を置き、委員の互選によって定める

。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない

。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

４ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意

見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求め

ることができる。 

 （庶務） 

第７条 協議会の庶務は、保健福祉部健康推進課において処理する。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

２ 白石市特別職の職員の給与に関する条例（昭和４２年白石市条例第２号

）の一部を次のように改正する。 

  第１条中第５３号を第５４号とし、同条第２６号から第５２号までを１

号ずつ繰り下げ、同条第２５号の次に次の１号を加える。 

  (２６) 白石市食育推進協議会の委員 

  第７条中「第５３号」を「第５４号」に改める。 

  第８条中「第４１号」を「第４２号」に改める。 
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  別表第２健康づくり推進協議会の委員の項の次に次のように加える。 

白石市食育推進協議会の委員 〃 ７，５００円
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第１０４号議案 

   指定管理者の指定について 

 下記のとおり指定管理者を指定したいので、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

                 記 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称 

おもしろいし市場 

２ 指定管理者となる団体 

東京都北区王子三丁目１９番７号 

株式会社サンアメニティ 

３ 指定の期間 

令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  令和２年１２月４日 

                   白石市長 山 田 裕 一 
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第１０５号議案 

   指定管理者の指定について 

 下記のとおり指定管理者を指定したいので、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

                 記 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称 

白石市第一児童館 

白石市第二児童館 

第一児童館放課後児童クラブ 

白石第一小学校放課後児童クラブ 

第二児童館放課後児童クラブ 

２ 指定管理者となる団体 

仙台市太白区袋原三丁目１６番地の５１ 

特定非営利活動法人ＦＯＲ ＹＯＵにこにこの家 

３ 指定の期間 

令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  令和２年１２月４日 

                   白石市長 山 田 裕 一 
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